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令和６年度大網学童保育利用案内 

（放課後児童健全育成事業） 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

☆申込期間   令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月３０日（木） 

☆申し込み場所   大網学童事務室または子育て交流センター 

☆夏休み利用申し込みも含む 

【問い合わせ先】  大網学童事務室   ０４７５－７８－５５２６ 

休館日：日曜・祝日 

               

子育て交流センター ０４７５―８６－７５５２ 

休館日：月曜・祝日（月曜が祝日の際は翌日） 
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１．放課後児童健全育成事業（学童保育）とは？ 

   市内の小学校に就学中の児童を対象に、保護者が就労等により下校後に保護者

に代わる者がいない子どもに適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育

成を図っています。 

通称「学童保育」といいます。 

 

２．対象児童 

  次の要件のいずれにも該当する児童 

① 大網小学校に就学する 1 年生～６年生の児童 

② 保護者が就労等により、授業終了後家庭で保護を受けられない児童 

 

      

３．利用期間等について 

   （１）利用期間  令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

            ※毎年申込みが必要となります。 

 

   （２）利用日・利用時間 

区  分 保育時間 

授  業  日 授業終了後から午後７時 

土  曜  日 午前 8 時から午後７時 

学校行事などの振替休業日 午前 8 時から午後７時 

長期休業期間（春・夏・冬休み） 午前 8 時から午後７時 

     ※短縮日課等により児童の下校時刻が早まる場合には、下校時刻に合わせて、 

保育開始時間を早めます。 

   （３）休業日 

① 日曜日、及び祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日） 

② 年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日） 

   （４）利用日等の変更及び中止について 

       台風・地震等の災害、インフルエンザ等による学校・学級閉鎖、学校施設

点検日、その他の理由により、利用日や保育時間の変更、または中止をする

ことがあります。 

     ※入所決定後、緊急時等の連絡手段として、携帯電話メール機能を利用した「メ

ール配信システム（通称ラインネット）」の登録をお願いします。 
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 （５）送迎等について 

児童の送迎は、保育時間内に保護者の責任においてお願いします。お迎え

は、午後７時までに必ずお願いします。 

土曜日や長期休業中は、開室前に児童だけで待つのは大変危険です。事故

等がありましても責任は負えませんので、登室は午前８時以降にお願いしま

す。 

なお、やむを得ず、土曜日や長期休業中に児童のみで徒歩登室する場合は、

「学童保育室登室経路連絡票」及び「徒歩登室予定日連絡票」を学童保育室

へ提出の上、安全に十分留意して登室するようにしてください。 

※学童保育中に児童単独で学習塾や習い事などに通うことはできません。 

※一度、学童保育室に登室した場合は、必ず保護者等のお迎えをお願いします。 

 

４．利用料等について 

   （１）利用料 （１人：月額） 8,000 円 

 

① 同一世帯で 2 人以上の児童が利用する場合 ⇒ 2 人目以降は半額 

② 次の場合は、「放課後児童健全育成事業利用料減免申請書」を提出するこ

とにより、利用料の減免を受けることができます。 

なお、令和５年１月１日以降に大網白里市に転入された世帯、または市

内に住所のない世帯の場合は、非課税証明書の添付が必要となります。 

ア 市町村民税非課税世帯 ⇒ 半額 

イ 保護者が生活保護を受給している場合 ⇒ 無料 

③ 月の利用日数が 10 日未満の場合 ⇒ 半額 

 

      利用料等の納入方法 ※利用料・障害保険料・おやつ代 

利用料等の納入は、口座振替になります。振替日は、翌月の２７日となり

ます。 （例）５月分は６月２７日  

ただし、２７日が休日の場合は、翌営業日が振替日となります。 

 

 （２）おやつ代（１人：月額） 1,500 円 

     ※おやつ代の日割りは行いません。月の途中からの利用の場合でも、１か月

分のおやつ代を徴収させていただきます。 

     ※土曜日は学童保育室からのおやつの提供はありませんので、ご家庭から 

お持ちください。 

※長期休業(８月)はおやつが持参となります。 

      

（３）傷害保険料（令和６年度 １人 ８００ 円）  

             年度途中から利用の場合も同額です。 

※年度途中で利用中止した場合でも、返金はできませんのでご了承ください。 
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５．利用申込みについて 

   （１）受付場所   大網学童保育事務室 

大網白里市子育て交流センター事務室 

 

   （２）受付期間  令和５年１１月１日（水）～令和５年１１月３０日（木） 

      ※先着順ではありません。 

※土日・祝日・年末年始は除きます。 

       

      ・年度途中からの利用について 

随時受け付けています。ただし、定員に達している場合には、待機して

いただくことになります。 

    

（３）提出書類 

       全ての書類を揃えてから申込をお願いします。 

 提出書類 備  考 

①  
放課後児童健全育成事業 

利用申込書 

・児童ごとに提出してください。 

・裏面「学童保育利用にあたっての

調査票」を必ず記入してください。 

②  

就労（内定）証明書（※） 

または 

自営業・農業等申告書 

・同居していて働いている方全員分

が必要になります。 

・兄弟姉妹で申請する場合は、１部

で結構です。 

③  その他 

・保育できないことを証明するもの 

就学…在学証明書、時間割表 

保護者の疾病・障害…診断書等 

※「就労（内定）証明書」は保育所と共通の様式ですので、兄弟姉妹が保育

所の入所申込をする場合には、学童保育申込分はコピーで構いません。 

※求職中の方は、就労（内定）証明書の右上余白に「求職中」と記入の上、

提出し、就労先が決まり次第、速やかに提出してください。なお、入所決

定後、３か月以内に就労していないときは保育を解除する場合があります。 

      ※就労状況に変更がありましたら、速やかに就労証明書を提出してください。 

 

 （４）利用の決定について 

申込書や提出書類等の内容を審査し、入所の可否について、大網学童室か

ら通知を送付します。 

       なお、申込者が多数の場合は、施設定員の関係上ご利用になれない場合が

ありますので、あらかじめご了承ください。 
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６．利用の取消しについて 

     次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取消す場合があります。 

① 利用資格に該当しなくなったとき 

② 申請書の内容に虚偽の記載があったとき 

③ 利用料が 3 か月分以上未納のとき 

④ 2 か月にわたり欠席が続いているとき 

⑤ 開設時間内に送迎ができないとき 

⑥ 暴力・暴言・故意の器物破損等の行為があったとき 

⑦ 上記の他、不適当と認めたとき 

 

７．その他 

・保護者の方が家庭にいるときは、家庭での保育をお願いします。 

・学童保育室の見学を希望される場合は、あらかじめ大網学童保育室に連絡を 

お願いします。 

・学校給食がない日は、必ずお弁当と水筒を持たせてください。 

・学童保育を休む場合は、必ず事前に学童保育室に連絡をお願いします。 

※学校を休む場合や、１か月単位で休む場合も同様です。 

・感染症（インフルエンザ・ノロウィルス等）にかかった場合は、他の児童へ 

 の感染防止のため、登室はしないでください。 

・年度の途中で利用中止する場合は、「利用中止届」を提出してください。 


